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令和７年決算特別委員会・電気事業会計 開催状況（企業局審査） 

 

                   開催年月日 令和７年１１月７日（金）      

                     質  問 者 民主・道民連合 広田 まゆみ 委員  

                      答 弁 者 公営企業管理者、企業局長、企業局次長、 

                                     発電課長、発電制御室長、発電施設整備担当課長 

質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

一 電気事業会計について 

電気事業会計についてまず伺います。順調な電気事業会

計でありますけれども、ＦＩＴ終了後も見越した経営基盤

強化の検証が、令和６年、この時点においてもなされるべ

きであると思いますので、その視点で以下質問させていた

だきます。 

 

（一）収支の状況とその評価について 

（広田委員） 

 まず収支の状況とその評価についてですが、令和６年度

の経常収益は、当初、７２億２千万円と見込まれ、純利益

は３１億６８００万円と想定されていますが、実際の経常

収益、純利益はどのようになったのか、まず、伺います。   

令和５年度の純利益は、３４億４６００万円を計上し、

過去５年間の平均以上の利益を確保したと承知をしてい

ますが、企業局は、すでに想定されているＦＩＴ適用期間

終了後には電力収入が減少すると試算を既にしているも

のと承知をしています。 

現時点で、今後の減収の時期や額などの見通しをどのよ

うに考え、どのように対応していくのか、伺うとともに、

その上で、令和６年度決算における内部留保資金の積み増

しの状況について伺います。 

また、改定された経営戦略は、この令和１２年度以降の

ＦＩＴ適用期間終了後の大幅減収の可能性も想定して、策

定されたものなのか、伺います。 

 

 

 

 

 

 

（二）将来の大規模改修費用確保の確実性について 

（広田委員） 

企業局としてはですね、改修費用について企業債の借入

を抑制して、自己資金で対応する方針を採っているものと

承知をしていますが、過去１１年間にわたり、新エネ導入

加速化基金や、ゼロカーボン基金に、それぞれ、６３億円

７０億円と繰り出してきています。 

一方、旧計画で３０億円と見込まれていた中で６７億円

と費用が激しく増加して、令和１０年までに終了予定の岩

尾内発電所大規模改修に加え、将来の鷹泊発電所など大規

模改修の費用については令和１２年以降に再精査とされ

ています。 

自然災害への対応も日々求められている中で、ＦＩＴ終

了前の好調な利益を活用して、自己資金で確実に賄おうと

するならば、計画的な資金の積立が必要だと考えますが、

計画期間内に必要な資金確保の確実性について見解を伺

うとともに、どのように取り組む考えかうかがいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電課長） 

収支の状況などについてでありますが、令和６年度の決

算における電力料収入など経常収益は約７３億８，１００

万円、純利益は約３６億４，０００万円となっているとこ

ろでございます。 

 また、電力料収入の約４割を占めますシューパロ発電所

の売電単価は２３．８３円である一方で、現在のＦＩＴ適

用外発電所の落札価格は１６．５１円であり、ＦＩＴ制度

適用期間が順次終了いたします令和１６年以降、その時点

の落札単価に応じた一定の電力料収入の減少が予想され

るものの、全国の公営電気事業者を調査して算出した令和

５年度の一般競争入札の平均単価１３．３２円を用いまし

て、現状の事業運営に基づきシミュレーションを行った結

果、引き続き、経営を維持できるものと見込んでいるとこ

ろでございます。 

次に、令和６年度決算における内部留保資金残高は１２

５億２，８００万円であり、令和５年度と比べますと、３

７億６，６００万円増加したところでございます。 

こうした状況を踏まえまして、この度改定した経営戦略

は、ＦＩＴ期間終了後の減収や、今後の経営環境の変化な

ど、様々な経営リスクを想定して策定しているところでご

ざいます。 

 

 

（企業局長） 

将来の大規模改修費用などについてでございますが、

「経営戦略」は令和１１年度までを計画期間としており、

この期間中に実施を予定している大規模改修は、昭和４５

年１２月に運転を開始した岩尾内発電所のみを対象とし

ているところでございます。 

当該改修に要する経費につきましては、全額を内部留保

資金で賄うこととしておりまして、これを見込んでも、経

営戦略が終了する令和１１年度末時点の内部留保資金残

高は、令和６年度決算時点と同水準を維持できる見通しと

なっております。 

 企業局といたしましては、引き続き、経営戦略を踏まえ、

事業の効率的な執行と内部留保資金の確保によりまして、

財務体質の強化に努めてまいります。 
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質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

（三）非ＦＩＴ発電所の売電単価変動リスクとダム等の

運用の効率化対策の進捗について 

（広田委員） 

  現在の電気事業の収益を支えている要因の一つに、一般

競争入札により決定される非ＦＩＴ発電所の売電単価の

上昇が挙げられます。令和 6 年度の実績と、今後の見込み

について伺います。 

ただ、この非ＦＩＴの売電収入は電力市場の影響を受け

て変動し、長期的に見通すことが難しく、ＦＩＴ終了後の

リスク要因となります。 

令和 8 年度以降の次期入札契約を見据え、価格変動リス

クへの具体的な対応策として、ダム運用の更なる効率化や

リパワリングなどがあげられていますが、令和 6 年度にお

ける取組実績と事業効果について伺います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（四）ＦＩＰ制度の活用検討と対応について 

（広田委員） 

 次にＦＩＰ制度の活用検討と対応について伺いますが、

ＦＩＴ制度以降の対応として、市場連動型のＦＩＰ制度が

導入されています。企業局は、現在、改修を行っている岩

尾内発電所など現状の設備ではＦＩＰ制度の有効活用は

難しいとの見解を示されていますが、電力システム改革へ

の適切な対応は必須です。 

今後、改修予定の鷹泊、川端発電所においては、ＦＩＰ

制度適用の可否について費用対効果を含め検討を行うべ

きと考えますが、令和６年度における検討の状況と、将来

的なＦＩＰ制度を活用できる新たな電源や改修計画につ

いて、具体的にどのように進めていく方針なのか伺いま

す。 

 

 

（発電制御室長） 

 売電単価の変動リスクなどについてでありますが、令和

６年度のＦＩＴ適用発電所の販売電力量は１億４，３００

万キロワットアワー、電力料収入は約３４億６，８００万

円、また、ＦＩＴ適用外発電所の販売電力量は２億７００

万キロワットアワー、電力料収入は約３４億１，２００万

円であり、今後、シューパロ発電所などのＦＩＴ適用が令

和１６年度以降順次終了し、終了後は他のＦＩＴ適用外発

電所と同様に、入札により売電単価を決めることとなって

おります。 

 また、令和６年度におきましては、ダム運用の効率化に

向けた取組として、民間企業の協力を得ながら、ＡＩを活

用したダムへの流入量予測の検証などを行っているほか、

滝下発電所のリパワリングにつきまして、令和６年度の実

績を解析した結果、年間約２パーセントの増量を確認した

ところであり、現在、リパワリングなどの改修を実施中の

ポンテシオ発電所における増分を合わせますと、一般家庭

の年間使用量の約７００世帯に相当する増電を見込んで

いるところでございます。 

 

 

（企業局次長） 

ＦＩＰ制度の活用検討と対応についてでございますが、

この制度は、再生可能エネルギーへの投資インセンティブ

の確保と国民負担の抑制の両立を目指し、令和４年４月か

ら導入され、発電事業者と売電先との契約に基づく売電価

格に対し、国が一定の補助額を上乗せする仕組みであり、

電気の全量を電力会社が固定価格で買い取るＦＩＴ制度

と異なり、売電価格が電力の市場価格に連動する制度と承

知しているところでございます。 

現在、改修中の岩尾内発電所につきましては、この制度

が適用される改修範囲に該当しておりませんでしたが、今

後、改修を行う予定の鷹泊、川端発電所につきましては、

想定される改修範囲に応じて、ＦＩＰ制度を適用した場合

の費用対効果などの検討を行うこととしております。 

また、企業局で開発を検討している小水力などの新規電

源へのＦＩＰ制度適用につきましても、先行事例や国、他

の公営電気事業者、小売電気事業者からの情報収集に努め

ながら、引き続き研究してまいります。 
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質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

（五）大規模改修の計画と経営への影響について 

（広田委員） 

次にですね、大規模改修の計画と経営への影響について

伺いたいと思います。老朽化対策としてはですね、岩尾内

発電所、何度も今繰り返していますけれども、令和１０年

度に完成目標の改修が先行していますけれども、鷹泊およ

び川端発電所の大規模改修は、国のダム改修に関する検討

・調査の結果を踏まえ、令和１２年度以降に繰り延べられ

ていると承知をしています。 

このＦＩＴ期間終了後の減収が見込まれる中で、財政的

な影響や、改修時期の先送りによる施設の故障・停止リス

クなどをどのように認識し、どんな対策をとられていくの

か所見を伺います。 

 

（六）新規電源開発・再エネ導入の進捗と今後の見通しに

ついて 

（広田委員） 

 次に、新規電源開発・再エネ導入の進捗と今後の見通し

について伺います。ゼロカーボン北海道の実現に向け、企

業局は、現存する管理事務所からの維持管理が可能な地域

を中心に、水力による新規電源開発に取り組んでいると承

知をしていますが、令和６年度の進捗状況について伺いま

す。 

併せて、先ほどの質問と重なりますけれども、垂直型の

太陽光発電の発電効果などの実証実験の状況とともに、令

和５年度時点では、事業化に至らなかった地熱発電につい

てのその後の道総研と連携した研究事業の進捗状況につ

いても伺います。 

これら令和６年度の取り組み状況をふまえて、こうした

新規電源が、いつ、どの程度の収益増に繋がると見込んで

いるのか、具体的な計画と今後の見通しについて伺いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電施設整備担当課長） 

 発電施設の大規模改修についてでありますが、鷹泊、川

端発電所は、ダムを所管する国が、現在、ダム改修の調査

や検討を進めていることから、これらのダム改修のスケジ

ュールに合わせて、その時点の長期的な経営見通しなどを

踏まえ、適切な発電の規模や改修計画、事業費を検討して

いくこととしております。 

このため、改修を実施するまでの間、引き続き施設を健

全に維持し、電力の安定供給を続けるため、定期的な保守

点検を行い、施設の状態把握に努めるとともに、水車の分

解点検や必要な補修などの保全対策を講じ、施設の長寿命

化を図ってまいります。 

 

 

 

（企業局長） 

新規電源開発への取組などについてでございますが、企

業局では、水力による新たな電源開発に向けまして、令和

４年度から、既存の管理事務所から管理可能な石狩・空知

・上川・胆振管内の８地点において、開発可能性の調査を

進めてきたところでありまして、現在のところ、開発地点

の奥地化や物価高騰に伴う経済性の低下によりまして、事

業化には至っておりませんが、今後も、新たな地点の選定

や、安価な材質への見直しなど、引き続き、開発の可能性

について検討を進めてまいりたいと考えております。 

また、今年２月、垂直型太陽光発電設備を試験的に管理

事務所敷地内に設置し、発電実績などの計測データの検証

を行い、ホームページ上で公開しているところでございま

す。 

このほか、地熱発電につきましては、採算性などの課題

があり、現状では事業化に至っておりませんが、今後も道

総研などから情報収集するなど、事業化に結びつく技術進

展があった場合には、改めて検討してまいりたいと考えて

おります。 

企業局といたしましては、今後とも、水力のほか、ペロ

ブスカイト太陽電池といった、再エネの導入促進に繋がる

次世代のエネルギー技術の情報収集や知識習得にも努め

てまいりたいと考えております。 
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質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

（七）経営リスク増大に対応するための容量市場への対

応について 

（広田委員） 

 次に経営リスク増大に対応するための容量市場への対

応について伺います。私としては、この容量市場への参加

は、将来の供給力維持に必要な設備維持費用の一部を入札

で受け取ることが可能な国の、中央政府の制度であると認

識しています。 

昨年度の決算委員会において、企業局は令和６年度に１

億９，４００万円を受け取る予定とされていましたが、実

績はどのようになっているのか伺います。 

また、繰り返しになりますけれども、ＦＩＴ終了を想定

し、経営リスクが増大する中、容量市場からの収入を長期

的にどのように見込むことができるのか、また、それを経

営基盤強化や大規模改修費用の確保に戦略的に組み込ん

でいくのが可能なのか、容量市場参加のための具体的な計

画と効果や課題についての認識を伺います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電課長） 

容量市場への対応についてでありますが、容量市場と

は、実際の発電電力量ではなく、将来の電力安定供給に必

要となる供給力を取引する制度であり、広域機関が４年後

の電力需要を算出し、その供給に必要な設備費用を、落札

した電気事業者の供給力に応じまして、小売電気事業者等

の負担により配分することとなっているところでござい

ます。 

企業局では制度が創設された令和２年度から毎年、この

入札に参加し、その４年後である令和６年度に約１億９，

４００万円の契約金を受け取ったところでございます。 

 令和６年度までに落札した契約金額は、約８億８，２０

０万円となっており、契約した供給能力、すなわち容量を

確保できた場合には、この金額を受け取ることとなってお

ります。 

 容量市場は、提供する供給能力を自らの事業計画に応じ

て見込むことができる一方で、契約金の基礎となる供給能

力あたりの単価は、全国の電力事情に応じて決まるため、

長期的に契約金額を見通せないことが課題ではあります

が、企業局といたしましては、引き続き容量市場に参加し、

その契約金を将来の安定供給の確保に要する費用に充当

していくこととしております。 

 

（八）利益処分における他事業（工業用水道事業）への活

用について 

（広田委員） 

 利益処分における工業用水道事業への活用について、伺

いたいと思います。これまで、会派として、電気事業の好

調な利益を工業用水道事業の耐震補強などの緊急性の高

い課題に活用することの検討を促してきたものであり、ま

た、このたび、石狩工水の水管橋耐震化の財源として、議

決を得た上で、電気事業の一部を活用する方向性が示され

ていることは承知しております。 

質問しております FIT 終了後の大幅な減収という電気事

業に関する将来リスクを考えた時、工水事業の今後のあり

方を考えたときに、私としては、本来は望ましくないもの

であり、今回は、あくまでも、災害対策としての特殊事情

であり、今後は、決して、あってはならないものと考えま

すが見解を伺います。 

 

（指摘） 

 議会の責任は、重いということで受け止めました。 

 

 

 

（企業局次長） 

利益剰余金の処分に関する取扱いについてであります

が、企業局におきましては、利益剰余金の処分についての

取扱いを明確化するため、処分の対象を 

・企業局が定める中長期の経営計画に登載された事業、 

・事故、災害の対応等のため、緊急に実施する必要がある

事業 

のいずれかに該当する事業とし、本年４月に、企業局にお

ける利益の処分に関する取扱要領として定めたところで

ございます。 

現時点におきまして、石狩工水の二つの水管橋の耐震化事

業以外に、他会計の利益を財源として実施する事業は想定

しておりませんが、今後も、この取扱要領に基づき、電気

事業の決算を踏まえ、議会に諮りながら適切に運用してま

いります。 
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質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

（九）企業局の役割などについて 

（広田委員） 

  次に、企業局の役割などについて伺いますが、今後とも、

水力発電によるクリーンな電力を安定的に供給すること

のみならず、北海道の再生可能エネルギーの普及促進に、

企業局としてどのように貢献していくのか、そのあり方も

含めて見解を伺います。 

さらに、これからの企業局の役割として、新エネ発電施

設の開発許可などのあり方に関し、今、道庁の周りでも、

色んな方が大きな声を出されていることもある、そういう

情勢だからこそ、この「北海道の恵まれた水資源や地熱、

風など自然資本の恵みを享受するのが第一義的には、その

地域に居住する人であるべき」との「地域環境権」の視点

に立って、従来の地域振興策ですとか活性化支援策を超え

て、例えば、ヨーロッパなどで見られますように、公共交

通の維持にも売電収益を活用するなどの方法ですとか、現

在、風力発電は企業局はやられていませんけれども、マイ

クログリッドなどの地域の人が自分たちの電気を使える

ような、そういう電力の地産地消などについても、新たな

モデルを提案すべきと考えますが、企業局に求められる役

割について見解を伺います。 

 

（公営企業管理者） 

企業局の役割などについてでございますが、企業局は、

発電事業者として、鷹泊をはじめとする９つの発電所を運

営をし、最大出力合計８４，３８０ｋＷの規模で安定的に

電力供給を行っており、この間、環境にやさしい電力の供

給を通じて、再生可能エネルギーの拡大に貢献してきたと

ころでございます。 

また、これらの取組を通じて得られたノウハウを市町村

や民間企業、地域を担う若手技術者に還元することで、地

域における再生可能エネルギーの普及拡大や人材育成に

努めるとともに、平成６年度に創設した発電所の所在地域

に対する補助金につきまして、令和８年度からは、より広

く地域活性化や人材育成に活用できるよう、制度拡充の検

討を進めているところでございます。 

さらに、安定的な電力供給の継続に向け、施設の健全性

を確保するため、老朽施設を計画的に改修し、地震などの

自然災害への備えを万全にするとともに、リパワリングや

ダムの効率的な運用を通じて、発電電力量の増加にも取り

組んでいるところでございます。 

また、現在、取り組みを進めている水力の新規電源開発

におきましては、新たな地点の選定や先進技術の導入の可

能性などにつきまして、引き続き、検討を進めますほか、

ペロブスカイト太陽電池などの次世代のエネルギー技術、

さらにはＡＩやデジタル技術を活用した施設の維持管理

などに関する研究や情報収集にも取り組んでまいります。 

私といたしましては、経営戦略はもとより、電気事業を

取り巻く環境の変化にも対応しつつ、電力の安定供給の確

保、経営基盤の強化、再生可能エネルギーの導入推進、さ

らには地域への貢献など、道営電気事業に求められる役割

をしっかりと果たしてまいりたいと考えております。 

 


